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 中野区では、令和７年度中野区食品衛生監視指導計画に基づき、食品等に起

因する衛生上の危害の発生を防止し、区民の食生活の安全と安心を確保するた

め、各種事業を実施しました（実施期間：令和７年４月１日から令和８年３月

３１日まで）。その実施結果の概要がまとまりましたのでお知らせします。 
（確定値については、令和８年版中野区健康福祉部事業概要で確認してください。） 

 

１ 監視指導 
本計画に基づく監視対象の施設は、令和３年６月に改正された新たな食品

衛生法に基づく許可・届出施設と、改正にあたり経過措置期間が設けられた
改正前の食品衛生法に基づく許可施設が存在しています。 
令和７年度の監視指導件数は、飲食店、食品販売店、食品製造施設など合

わせて１，６３４件でした。施設の衛生管理や食品の衛生的取扱など食品の
安全・安心確保のための対策に重点を置いた監視指導を行うとともに、事業
者の自主的な管理のための助言などの支援を行いました。 
 

  表 1 監視指導件数 

種別 
施設数 監視件数 

（令和８年３月末） （令和７年度） 

改正前・食品衛生法に規定する許可営業 １，４１４ ２８８ 

改正後・食品衛生法に規定する許可営業 ３，０２０ １，１０５ 

改正後・食品衛生法に規定する届出営業 １，５４５ ２０５ 

東京都ふぐの取扱規制条例に規定する営業 ３０ ２９ 

食品衛生法施行細則に規定する営業等 ４ ５ 

食鳥処理場１ ６ ２ 

合計 ６，０１９ １，６３４ 

 

１食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理場 
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２ 収去検査 
年間２４１検体の食品を収去２し、細菌及び化学検査を実施しました。細菌

検査の結果、東京都が示した一斉収去検査成績に基づく措置等の判定表によ
り否、要注意または参考と判定された食品が３検体ありました。これらの食
品を販売・製造した営業者に対し、再発を防止するために食品の衛生的取扱
等について改善指導を行いました。 
 

２
食品衛生法第２８条に基づいて実施する食品等の検査です。中野区長が必要と認めるとき

は、食品関係営業施設に食品衛生監視員が立ち入り、試験検査をするための必要最小量の食

品や食品添加物等を無償で提供させることができます。 

 

 

 表 2 食品別の収去検査結果 

検体名 検体数 

細菌検査 化学検査 

適 否、要注意 

又は参考 

適 否又は 

参考 

魚介類・魚介類加工品 ８ ８ ０ ０ ０ 

食肉・食鳥肉・食肉製品 １ ０ ０ １ ０ 

乳・乳製品 ９ ８ ０ １ ０ 

野菜・果実・農産加工品 ２１ １３ ０ ７ １ 

菓子類 ４５ １６ １ ２７ １ 

清涼飲料水 ６ ０ ０ ６ ０ 

そうざい類・弁当類 １２８ １２８ ０ ０ ０ 

その他食品 ２３ ０ ０ ２３ ０ 

合計 ２４１ １７３ １ ６５ ２ 
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３ 重点監視 

統計的に食中毒の発生しやすい業種、食中毒を発生させた施設、および大

規模な患者発生につながる学校や集団給食等の大量調理施設に対して、食中

毒多発期を中心に業態別重点監視を行っています。実施にあたっては、収去

検査およびスタンプスプレッド法３を用いた現場簡易検査により施設の衛生

状態を確認し、全ての対象施設に対して指導を行いました。 

 
３
調理器具や手指に付着している微生物をふき取り、測定する検査方法。微生物による汚染

具合を確認することができます。中野区では大腸菌群の検査をスタンプスプレッド法で行っ

ています。 

 

 

表３ 重点監視結果 

 
実施月 

立入 

軒数 

現場簡易検査数 

（大腸菌群検査） 

区立小中学校給食施設 ５月 ２９ ０ 

豆腐製造業 ６月 ６ ０ 

弁当・仕出し屋等 ５月、６月、７月、８月 ９４ ９５ 

魚介類販売業 ５月、６月、７月、８月  １４ ７ 

すし屋 ５月、６月、７月、８月 ８１ ６７ 

保育園給食施設 ９月、１０月  １１３ ９３   

集団給食施設 １１月、１２月 ７４ ７４ 

生食用食肉等取扱施設 通年 ５ ０ 
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４ 夏期、歳末一斉取締 

食中毒が発生しやすい夏期および食品の流通が増加する歳末に、過去の食

中毒や違反の状況、厚生労働省の方針等を踏まえて、東京都と連携協力して

一斉監視指導を実施しました。 

 

表４ 夏期および歳末一斉取締 

 
夏期一斉監視 歳末一斉監視 

立入軒数 ４５４ ２６２ 

立入延軒数 ４７７ ２７０ 

収去軒数 ５６ ２２ 

行政措置実施件数 ２７ １６ 

表示検査品目数 ４１４ ２３０ 

 

５ 緊急監視 

都および他の自治体と連携し実施する緊急監視（健康を損う恐れがあり緊

急に流通を停止し市場より排除する必要のある有害食品等の摘発や通報）は、

ありませんでした。 

 

 

６ 違反食品等 

立入検査や収去検査等によって違反や不良食品が発見された場合や、他自

治体より不良食品等の通報があった場合、直ちに改善指導するとともに関係

機関への通報や流通の停止など、危害の発生を防止するための必要な措置を

行いました。また、食品等の自主回収（リコール）制度４による報告が４件あ

りました。 

 
４
食品等事業者が食品表示法や食品衛生法違反、または違反のおそれのある食品等の自主

回収（リコール）を行った場合、管轄自治体を通じて国（厚生労働省・消費者庁）に報

告する制度です。リコール情報は、「食品衛生等システム」というサイトでオンライン上

で公表され、消費者が対象食品を喫食することを防止し、健康被害を未然に防ぐことに

寄与しています。 
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表５ 違反食品等処理件数 

内容 件数 

食品衛生法第６条（不衛生な食品の販売禁止）違反 ０ 

食品衛生法第１２条（指定外添加物）違反 ２ 

食品衛生法第１３条（規格・基準）違反 ６ 

 

表６ 自主回収（リコール）制度に基づく報告件数 

内容 件数 

食品衛生法及び食品表示法違反、または違反のおそれのある食品等 ４ 

 

７ 食中毒 

区民からの苦情、医師からの届出、他自治体からの情報提供等により、区

内での食中毒が疑われた場合、原因施設や原因食品等を究明するための調査

（細菌検査、ウイルス検査、疫学調査）を行いました。食中毒を発生させた

営業者（施設）に対して、事件の拡大防止及び再発防止のための衛生指導を

行うとともに、不利益処分（「８．」参照）を行いました。この他、食中毒と

明確に判断されなかった事例については、有症苦情として取扱いました

（「９．」参照）。 

 

表７ 食中毒事件 

区内の施設が原因となったもの 

発生月日 摂食者数 患者数 原因施設 原因食品 病因物質 

令和７年 

７月１５日 
１０ １０ 飲食店 

当該施設にて調理提供
された食事 

サルモネラ 

令和７年 

 ８月２日 
７ ２ 飲食店 

当該施設にて調理提供
された食事 

腸管出血性大
腸菌 

令和７年 

 ８月２３日 
１ １ 飲食店 

当該施設にて調理提供
された食事 

アニサキス 

令和８年 

 ２月１４日 
１２ １１ 飲食店 

当該施設にて調理提供
された食事 

ノロウイルス 
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８ 不利益処分等 

 食中毒を発生させた営業者 （原因施設）に対しては、事件の拡大防止を目

的に営業停止等の措置を行いました。 

 

表８ 不利益処分 

処分月日 業種 違反内容 処分 違反条項 

令和７年 

８月１日 

飲食店 

営業 
食中毒 

営業停止命令３日間 

（営業自粛４日間） 

食品衛生法 

第６条第三号 

令和７年 

９月３日 

飲食店 

営業 
食中毒 

営業停止命令４日間 

（営業自粛３日間） 

食品衛生法 

第６条第三号 

令和７年 

９月３日 

飲食店 

営業 
食中毒 

営業等一部停止命令１日間 

（生食用鮮魚介類（冷凍品を除く）

の生食用としての調理、提供） 

食品衛生法 

第６条第三号 

令和８年 

２月２７日 

飲食店 

営業 
食中毒 

営業停止命令３日間 

（営業自粛７日間） 

食品衛生法 

第６条第三号 

 

 

９ 苦情・調査依頼等 

異物の混入や食中毒の疑い（有症苦情）など食品や食品の取扱に関するさ

まざまな苦情を受け付け、原因の調査究明を行いました。 

また、この他に他自治体で発生した食中毒事件等の調査依頼４９件につい

て、区民や区内営業者等の調査を行い、その結果を依頼のあった自治体に回

答しました。 

 

表９ 苦情内容 

苦情内容 件数 苦情内容 件数 

異物混入 ８ 取扱 １２ 

腐敗変敗 ０ 表示 １ 

カビの発生 ２ 有症苦情 ３１ 

異味異臭 ５ 施設設備 ２１ 

変色 ０ その他 ７ 

変質 ０   

 合計 ８７ 
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１０ 自主管理の推進、普及啓発・意見交換、パネル展示等 

食品衛生に関する最新の情報提供や普及啓発、食品営業者による自主管理

の推進のため、種々の講習会を行いました。令和７年度は、学校給食・保育

園給食従事者及び各食品関係施設従事者に対する講習会を実施しました。ま

た、消費者を交えた懇談会の他、街頭相談を実施しました。 

 

表１０ 講習会・普及啓発活動等  

種別 回数 参加者数 

食品営業者向け講習会 ２２ １，１６７ 

一般区民向け講習会等 １ １６ 

懇談会等 １ １３ 

 
表１１ パネル展示等 

種別 展示回数 延展示日数 

中野駅ガード下ギャラリーパネル展示 ２ ４５ 

食の安全・安心展 １ ７ 

 

 

表１２ 街頭相談会 

種別 回数 普及啓発人数 

街頭相談会 １ ３００ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本実施結果に関する問合せ先 
中野区保健所生活衛生課食品衛生係 
〒１６４－０００１ 
中野区中野２－１７－４ 
電 話 ０３（３３８２）６６６４ 
ＦＡＸ ０３（３３８２）６６６７ 
Email seikatueisei@city.tokyo-nakano.lg.jp 


